
運転免許証自主返納について

◆ マイタクについて◆
○自主返納した後は便利なマイタクをご利用ください！

マイタクとは⇒タクシー運賃の一部を支援する前橋独自の事業です

支援金額：半額(上限１，０００円)

例えば・・・タクシー料金が８００円の場合 ⇒４００円支援、支払額は４００円

タクシー料金が２４００円の場合⇒１０００円支援、支払額は１４００円

○マイタク登録について

持 ち 物 □ マイナンバーカード

登録場所 □ 市役所１階 または 大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所

※登録する方のマイナンバーカードがあれば代理の方でも手続き可能です

○マイタク利用について

利用時間 □ 午前７時から午後７時

利用回数 □ 年間７０回（１日２回まで）

必要なもの □ マイタク登録済みマイナンバーカード

利用の流れ

１．タクシーを呼ぶ

２．運転手さんに「マイタク」を使うと伝える。

３．マイタク専用端末にマイナンバーカードをタッチ

４．出発して目的地に着いたら支払い（支援後の金額）

1.返納場所

○２．持ち物

・運転免許証

・運転経歴証明書申請手数料１，１００円

（運転経歴証明書の発行を希望する方）

３．特典（特典を受けるには運転経歴証明書が必要です）

・上毛電気鉄道 運賃半額割引

・タクシー料金１割引き

・群馬県内「協賛店・事業者サポート」

【マイタクについて】

前橋市 交通政策課

新モビリティ推進係

電話：０２７－８９８－５８４４

【免許返納ついて】

前橋市 共生社会推進課

交通安全・防犯係

電話：０２７－８９８－６２６２

※登録者２人以上で乗車の場合は、1人最大５００円の支援

曜日 電話番号

総合交通センター内　運転免許課窓口 平日 午前８：３０～１１：００　午後１：００～４：００ ２５３－９３００

平日 午前８：３０～１１：００　午後１：００～４：００ ２４３－３２３１

平日水曜日 午前８：３０～１１：００　午後１：００～４：００ ２８３－０１１０

窓口 受付時間

前橋東交通安全協会

前橋東警察署大胡分庁舎

前橋東警察署管内に住民登録がある方のみ


